
派遣労働者数
人

派遣先の数
件

派遣料金・派遣労働者の賃金
円
円
%

教育訓練に関する事項

派遣前教育
階層別教育

その他派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項 
マージンの内訳

派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
□ 労使協定を締結していない
■ 労使協定を締結している （協定書の有効期間終期 2024年3月31日）
  ・協定労働者の範囲（製造技術者／建築・土木・測量技術者／一般事務従事者）

改正派遣法に基づくマージン率の公開

 労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報を以下の通り、公開致します。

ＦＴＥＣ株式会社
もんじゅ事務所

事業所名

派遣先の実数（2023年6月1日時点）

所在地

ＦＴＥＣ株式会社 もんじゅ事務所
〒919-1279
福井県敦賀市白木1丁目

2022年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 （1日8時間あたりの額）
2022年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 （1日8時間あたりの額）

新規配属者教育

19,772

47.2
37,440

規程・要領教育

以 上

派遣労働者の数（2023年6月1日時点） 69

2

QA・安全・労務・放射線管理基礎・ビジネスマナー教育
基礎的技術教育
部門別教育

2022年度 マージン率

派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、福利厚生費、教育訓練（核物質防護に係る教育を含
む）費、特殊健康診断費、個人の信頼性確認費などを含めております。


